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第１編 総 論

第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等

１ 市の責務及び計画の位置づけ

(1)市の責務

市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ ）は、武力攻撃事態等において、武力。

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保護法」という ）。

その他の法令、国民の保護に関する基本指針（平成１７年３月閣議決定。以下「基本指針」

という ）及び岡山県国民保護計画（以下「県国民保護計画」という ）を踏まえ、新見市。 。

国民保護計画（以下「本計画」という ）に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携。

協力し、自ら国民の保護のための措置（以下「国民保護措置」という ）を的確かつ迅速に。

実施し、その区域において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。

(2)計画の位置づけ

市は、その責務にかんがみ、国民保護法第３５条の規定に基づき、本計画を作成する。

(3)計画に定める事項

本計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、市が実施

する国民保護措置に関する事項等国民保護法第３５条第２項各号に掲げる事項について定め

る。

２ 計画の構成

本計画は、以下の各編により構成する。

第１編 総論

第２編 平素からの備えや予防

第３編 武力攻撃事態等への対処

第４編 復旧等

第５編 緊急対処事態における対処

資料編

３ 計画の見直し、変更手続

(1)計画の見直し

本計画については、今後、国における国民保護措置に係る研究成果や新たなシステムの構

築、県国民保護計画の見直し、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏まえ、不断の

見直しを行う。

本計画の見直しに当たっては、新見市国民保護協議会の意見を尊重するとともに、広く関

係者の意見を求めるものとする。

(2)計画の変更手続

本計画の変更に当たっては、計画作成時と同様、国民保護法第３９条第３項の規定に基づ
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き、新見市国民保護協議会に諮問の上、知事に協議し、市議会に報告し、公表するものとす

る ただし 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 以下 国（ 、 （ 「

民保護法施行令」という ）で定める軽微な変更については、新見市国民保護協議会への諮。

問及び知事への協議は行わないものとする 。。）

第２章 国民保護措置に関する基本方針

(1)基本的人権の尊重

市は、国民保護措置の実施に当たっては、日本国憲法の保障する国民の自由と権利を尊重

することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小

限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。

(2)国民の権利利益の迅速な救済

市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その

他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。

(3)国民に対する情報提供

市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を、適

時に、かつ、適切な方法で提供する。

(4)関係機関相互の連携協力の確保

市は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素から

相互の連携体制の整備に努める。

(5)国民の協力

市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国

民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、その自発的な

意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。

また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努める。

(6)高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施

市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保

護について留意する。

また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用され

る国際人道法の的確な実施を確保する。

(7)指定公共機関及び指定地方公共機関の自主性の尊重

市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公

共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものである

ことに留意する。

(8)国民保護措置に従事する者等の安全の確保
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市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。

また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全の確保

に十分に配慮する。
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第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等

【国民保護措置の全体の仕組み】

○市の事務

機関の名称 事務又は業務の大綱

１ 新見市国民保護計画の作成

２ 新見市国民保護協議会の設置、運営

３ 新見市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の設置、運営

４ 組織の整備、訓練

５ 警報の伝達、避難実施要領の策定、避難住民の誘導、関係機関の調整その

新 見 市 他の住民の避難に関する措置の実施

６ 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する

措置の実施

７ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その

他の武力攻撃災害への対処に関する措置の実施

８ 水の安定的な供給その他の国民生活の安定に関する措置の実施

９ 武力攻撃災害の復旧に関する措置の実施

国民の保護に関する措置の仕組み国民の保護に関する措置の仕組み

国 （対策本部）

・警報の発令

県 （対策本部） 市 （対策本部）

・警報の市町村への通知 ・警報の伝達(サイレン等を使用)避

難

・避難住民の誘導
（避難実施要領の策定）

消防等を指揮、警察・
自衛隊等に誘導を要請

・救援

是正

是正

・避難の指示

（避難経路、交通手段等）

・救援に協力

・避難措置の指示

（要避難地域、避難先地域等）

・救援の指示

・避難の指示の伝達指示

指示救

援

・ 食品、生活必需品等
の給与

・ 収容施設の供与
・ 医療の提供 等

住

民

（協

力
）指示

・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施 ・応急措置の実施
・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）への対処

総合調整の要請

・武力攻撃災害への対処の指示
（消防庁長官による消防に関する指示）

・消防

措置の実施要請

総合調整の要請

措置の実施要請

総合調整総合調整
・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

指示

・生活関連等施設の安全確保

武
力
攻
撃
災
害
へ
の

対
処

・国民生活の安定

指定公共機関
指定地方公共機関

・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力

・運送事業者による住民・物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給

警戒区域の設定・退避の指示警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

※防災行政無線､公共ネットワーク、衛星通信等を活用するとともに､情報伝達システムの改善に向けた検討､整備に努める
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第４章 市の地理的、社会的特徴

(1)地形

新見市は、岡山県の最西北端、三大河川の一つである高梁川の源流域に位置し、北は中国

山地の嶺線をもって鳥取県日野郡に接し、南は高梁市に、東は真庭市に、西は広島県庄原市

に接して、総面積793.27k㎡（県総面積の11.2％）におよぶ広大な市域を有している。

北部は1,000ｍ級の山々が東西に連亘し、また、市内いたるところ山岳が起伏し、多くの

渓谷がはしり、平坦地は極めて少ない。東南部一帯は、石灰岩地帯特有のカルスト地形を形

成し、市内の86％は山林が占めている。

市内において、人々の生活、生産活動が行われているのは、標高１７０ｍ～６００ｍの範

囲であり、地勢はおおむね急峻で傾斜地の多い地域である。

(2)気候

北部山岳地帯は、日本海側気候で、冬期の間かなりの積雪をみるが、中部盆地及び南部丘

陵地帯は、多少の差違はあるものの概して内陸型気候といわれ、温暖寡雨である。ただし、

瀬戸内海沿岸に比べ気温はやや低く、雨量は若干多い。

年間平均気温は12℃前後で、年間降雨量は1,400～1,700㎜であり、市内の気象観測点にお

ける観測記録は、下図のとおりである。
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(3)人口分布

新見市の総人口は３６，２８６人（住民基本台帳：平成１８年６月末）である。

市の中央部に位置する新見、高尾、金谷、正田及び西方地区に人口が集中している （市。

全体の３２．１％）

（支局管内における世帯数・人口等） （住民基本台帳：Ｈ１８．６末）

世帯数 人口 面積 人口密度

（世帯） （人） （ｋ㎡） （人／ｋ㎡）

新見支局管内 ８，３７６ ２３，０６０ ３５１．９９ ６５．５

大佐支局管内 １，２２９ ３，８１８ １２１．２５ ３１．５

神郷支局管内 ８２１ ２，４２８ １３６．３７ １７．８

哲多支局管内 １，２３５ ３，８５７ １０７．３７ ３５．９

哲西支局管内 １，０９２ ３，１２３ ７６．２９ ４０．９

全 市 計 １２，７５３ ３６，２８６ ７９３．２７ ４５．７

（大字別人口）

世帯数 人口（ア） ６５歳以上人口（イ） イ／ア （％）

足 立 ７８ １７０ ９２ ５４．１

井 倉 １９０ ５７３ １９６ ３４．２

石 蟹 ２５６ ６８５ ２２７ ３３．１

金 谷 ３０３ ８３９ １８０ ２１．５

上 市 ３７６ １，１００ ２９８ ２７．１

上熊谷 ３３５ １，０１３ ３６７ ３６．２

唐 松 ４２５ １，１７６ ３９５ ３３．６

草 間 ３４７ １，０７８ ４２８ ３９．７

坂 本 ７８ ２７６ ８９ ３２．２

下熊谷 １７１ ５７９ １５１ ２６．１

正 田 ５０５ １，４１１ ３１８ ２２．５

菅 生 ２７５ ８８７ ３３９ ３８．２

高 尾 １，０８５ ２，７５２ ７６０ ２７．６

足 見 １２７ ４２８ １５３ ３５．７

千 屋 ８３ ２０６ ９４ ４５．６

千屋井原 ６１ １９９ ７１ ３５．７

千 屋 実 １５９ ４０５ １８７ ４６．２

千屋花見 ８３ ２４０ １０３ ４２．９

土 橋 １１５ ３５６ １３１ ３６．８

豊永赤馬 １０９ ３１８ １４５ ４５．６

豊永宇山 ８７ ２０８ １１０ ５２．９

豊永佐伏 １７２ ４５９ ２１４ ４６．６

長 屋 １２７ ４３７ １４２ ３２．５
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新 見 １，７０９ ４，３４８ １，３８９ ３１．９

西 方 ９１０ ２，３０２ ６２５ ２７．２

法 曽 １７３ ４６０ ２０１ ４３．７

馬 塚 ４７ １５５ ５２ ３３．５

新見支局管内計 ８，３７６ ２３，０６０ ７，４５７ ３２．３

大佐大井野 ９２ ２８２ １２２ ４３．３

大佐小阪部 ３４３ １，１６４ ３７４ ３２．１

大佐上刑部 ６７ ２０３ ８３ ４０．９

大佐小南 ５４ ２０１ ６８ ３３．８

大佐田治部 ２９０ ８２５ ２７４ ３３．２

大佐永富 ２７９ ８２３ ２４１ ２９．２

大佐布瀬 １０４ ３２０ １１７ ３６．６

大佐支局管内計 １，２２９ ３，８１８ １，２７９ ３３．５

神郷釜村 １５５ ４６６ １８４ ３９．５

神郷下神代 ３１６ ９４７ ３１４ ３３．２

神郷高瀬 １７０ ４８２ ２２５ ４６．７

神郷油野 １８０ ５３３ ２２１ ４１．５

神郷支局管内計 ８２１ ２，４２８ ９４４ ３８．９

哲多町老栄 ６８ ２１３ ７１ ３３．３

哲多町大野 ８８ ２１２ ６８ ３２．１

哲多町荻尾 ６１ １８３ ５９ ３２．２

哲多町蚊家 １２８ ４０６ １５３ ３７．７

哲多町田淵 １２０ ３３９ １３２ ３８．９

哲多町成松 １３９ ４９６ １１７ ２３．６

哲多町花木 １２９ ４０９ １４４ ３５．２

哲多町本郷 ２３２ ７４２ ２０５ ２７．６

哲多町宮河内 １０６ ３３７ １１７ ３４．７

哲多町矢戸 １６４ ５２０ １８２ ３５．０

哲多支局管内計 １，２３５ ３，８５７ １，２４８ ３２．４

哲西町大竹 ７１ ２８４ ６８ ２３．９

哲西町大野部 １８８ ５０１ ２０４ ４０．７

哲西町上神代 ２７８ ８０９ ３１８ ３９．３

哲西町畑木 １４９ ４４０ １４９ ３３．９

哲西町八鳥 １１８ ３０８ ９３ ３０．２

哲西町矢田 ２８８ ７８１ ３１３ ４０．１

哲西支局管内計 １，０９２ ３，１２３ １，１４５ ３６．７

市 全 体 計 １２，７５３ ３６，２８６ １２，０７３ ３３．３

(4)道路の位置

道路は、新見インターチェンジ、大佐スマートＩＣにより、中国自動車道に接続し、岡山自
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動車道・米子自動車道へ連絡している。また、南北に延びて本県高梁市及び鳥取県日野町に繋

がっている国道180号、広島県庄原市に繋がる国道182号をはじめとし、主要地方道８路線、一

般県道等により隣接市町村と連絡している。

区 分 名 称 備 考

広域高速網 中国自動車道 新見ＩＣ 大佐スマートＩＣ

国 道 国道180号

国道182号

新見日南線 県道 ８号

主要地方道 新見多里線 県道１１号

足立東城線 県道１２号

新見勝山線 県道３２号

新見川上線 県道３３号

北房井倉哲西線 県道５０号

北房川上線 県道５８号

長屋賀陽線 県道７８号

(5)鉄道、空港等の位置

鉄道は、ＪＲ伯備線（倉敷～米子 、ＪＲ芸備線（備中神代～広島）及びＪＲ姫新線（新）

見～姫路）の３線が運行しており、市内に14の駅がある （うち有人駅は新見駅のみ）。

最寄りの主な空港・港湾は、岡山市に所在する岡山空港、岡山市に所在する岡山港、倉敷

市に所在する水島港、玉野市に所在する宇野港及び鳥取県境港市境港である。

路線名 路線区間

ＪＲ伯備線 ～ 新郷－足立－備中神代－布原－新見－石蟹－井倉 ～

ＪＲ芸備線 ～ 野馳－矢神－市岡－坂根－備中神代（－布原－新見）

ＪＲ姫新線 ～ 新見－岩山－丹治部－刑部 ～
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【新見市内の主要道路・鉄道等】
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第５章 本計画が対象とする事態

１ 武力攻撃事態

本計画においては、武力攻撃事態として、県国民保護計画において想定されている事態を対

象とする。

なお、基本指針においては 「着上陸侵攻 「ゲリラや特殊部隊による攻撃 「弾道ミサイル、 」 」

攻撃 「航空攻撃」の４類型が対象として想定されている。」

【武力攻撃事態の類型】

１ 着上陸侵攻 ・一般的に国民保護措置を実施すべき地域が広範囲になるとともに、

その期間も比較的長期に及ぶことが予想される。また、敵国による

船舶、戦闘機の集結の状況、我が国へ侵攻する船舶等の方向等を勘

特 案して、武力攻撃予測事態において住民の避難を行うことも想定さ

れる。

・船舶により上陸を行う場合は、上陸用の小型船舶等が接岸容易な地

形を有する沿岸部が当初の侵攻目標となりやすいと考えられる。

・航空機により侵攻部隊を投入する場合には、大型の輸送機が離着陸

可能な空港が存在する地域が目標となる可能性が高く、当該空港が

上陸用の小型船舶等の接岸容易な地域と近接している場合には特に

目標となりやすいと考えられる。なお、着上陸侵攻の場合、それに

先立ち航空機や弾道ミサイルによる攻撃が実施される可能性が高い

と考えられる。

徴 ・主として、爆弾、砲弾等による家屋、施設等の破壊、火災等が考え

られ、石油コンビナートなど、攻撃目標となる施設の種類によって

は、二次被害の発生が想定される。

留 ・事前の準備が可能であり、戦闘が予想される地域から先行して避難

意 させるとともに、広域避難が必要となる。広範囲にわたる武力攻撃

、 。点 災害が想定され 武力攻撃が終結した後の復旧が重要な課題となる

２ ゲリラや特殊部隊による ・警察、自衛隊等による監視活動等により、その兆候の早期発見に努

攻撃 めることとなるが、敵もその行動を秘匿するためあらゆる手段を使

特 用することが想定されることから、事前にその活動を予測あるいは

察知できず、突発的に被害が生ずることも考えられる。そのため、

都市部の政治経済の中枢、鉄道、橋りょう、ダム、原子力関連施設

徴 などに対する注意が必要である。

・少人数のグループにより行われるため使用可能な武器も限定される

ことから、主な被害は施設の破壊等が考えられる。したがって、被

害の範囲は比較的狭い範囲に限定されるのが一般的であるが、攻撃

目標となる施設の種類によっては、二次被害の発生も想定され、例
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えば原子力事業所が攻撃された場合には被害の範囲が拡大するおそ

れがある。また、汚い爆弾（以下「ダーティボム」という）が使用

される場合がある。

、・ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては

留 市町村（消防機関を含む）と都道府県、都道府県警察、海上保安庁

意 及び自衛隊が連携し武力攻撃の態様に応じて攻撃当初は屋内に一時

点 避難させその後関係機関が安全の措置を講じつつ適当な避難地に移

動させる等適切な対応を行う。事態の状況により、都道府県知事の

緊急通報の発令、市町村長又は都道府県知事の退避の指示又は警戒

区域の設定など時宜に応じた措置を行うことが必要である。

３ 弾道ミサイル攻撃 ・発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標

特 を特定することは極めて困難である。さらに、極めて短時間で我が

国に着弾することが予想され、弾頭の種類（通常弾頭又はＮＢＣ弾

頭）を着弾前に特定することは困難であるとともに、弾頭の種類に

徴 応じて、被害の様相及び対応が大きく異なる。

・通常弾頭の場合にはＮＢＣ弾頭の場合と比較して被害は局限され家

屋施設等の破壊、火災等が考えられる。

留 ・弾道ミサイルは発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅

意 速な情報伝達体制と適切な対応によって被害を局限化することが重

点 要であり、屋内への避難や消火活動が中心となる。

４ 航空攻撃 ・弾道ミサイル攻撃の場合に比べその兆候を察知することは比較的容

特 易であるが、対応の時間が少なく、また攻撃目標を特定することが

困難である。

・航空攻撃を行う側の意図及び弾薬の種類等により異なるが、その威

徴 力を最大限に発揮することを敵国が意図すれば都市部が主要な目標

となることも想定される。また、ライフラインのインフラ施設が目

標となることもあり得る。なお、航空攻撃はその意図が達成される

まで繰り返し行われることも考えられる。

・通常弾頭の場合には、家屋、施設等の破壊、火災等が考えられる。

・攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標

留 地を限定せずに屋内への避難等の避難措置を広範囲に指示する必要

意 がある。その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じ

点 させるおそれがあると認められる生活関連等施設に対する攻撃のお

それがある場合は、被害が拡大するおそれがあるため、特に当該生

活関連等施設の安全確保、武力攻撃災害の発生・拡大の防止等の措
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置を実施する必要がある。

【ＮＢＣ攻撃の場合の対応】

・核兵器を用いた攻撃（以下「核攻撃」という）による被害は、当初は主

核兵器等 に核爆発に伴う熱線、爆風及び初期核放射線によって、その後は放射性

（ 、降下物や中性子誘導放射能 物質に中性子線が放射されることによって

その物質そのものが持つようになる放射能）による残留放射線によって

生ずる。核爆発によって①熱線、爆風及び初期核放射線が発生し、物質

の燃焼、建造物の破壊、放射能汚染の被害を短時間にもたらす。残留放

射線は、②爆発時に生じた放射能をもった灰（放射性降下物）からの放

射線と、③初期核放射線を吸収した建築物や土壌から発する放射線に区

。 、 、分される このうち①及び③は 爆心地周辺において被害をもたらすが

②の灰（放射性降下物）は、爆心地付近から降下し始め、逐次風下方向

に拡散、降下して被害範囲を拡大させる。このため、熱線による熱傷や

放射線障害等、核兵器特有の傷病に対する医療が必要となる。

・放射性降下物は、放射能をもった灰であり、爆発による上昇気流によっ

て上空に吸い上げられ、拡散、降下するため、放射性降下物による被害

は、一般的には熱線や爆風による被害よりも広範囲の地域に拡大するこ

とが想定される。放射性降下物が皮膚に付着することによる外部被ばく

により、あるいはこれを吸飲することや放射性降下物によって汚染され

た飲料水や食物を摂取することによる内部被ばくにより、放射線障害が

発生するおそれがある。したがって、避難に当たっては、風下を避け、

手袋、帽子、雨ガッパ等によって放射性降下物による外部被ばくを抑制

するほか、口及び鼻を汚染されていないタオル等で保護することや汚染

された疑いのある水や食物の摂取を避けるとともに、安定ヨウ素剤の服

用等により内部被ばくの低減に努める必要がある。また、汚染地域への

立入制限を確実に行い、避難の誘導や医療にあたる要員の被ばく管理を

適切にすることが重要である。

・ダーティボムは、爆薬と放射性物質を組み合わせたもので、核兵器に比

して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被害と放射能による被害をも

たらすことから、これらに対する対処が必要となる。

・生物剤は、人に知られることなく散布することが可能であり、また発症

生物兵器 するまでの潜伏期間に感染者が移動することにより、生物剤が散布され

たと判明したときには、既に被害が拡大している可能性がある。

・生物剤による被害は使用される生物剤の特性特にヒトからヒトへの感染

力ワクチンの有無、既に知られている生物剤か否か等により被害の範囲

が異なるが、ヒトを媒体とする生物剤による攻撃が行われた場合には、
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二次感染により被害が拡大することが考えられる。

・したがって、厚生労働省を中心とした一元的情報収集、データ解析等サ

ーベイランス（疾病監視）により、感染源及び汚染地域を特定し、感染

源となった病原体の特性に応じた、医療活動、まん延防止を行うことが

重要である。

化学兵器 ・一般に化学剤は、地形・気象等の影響を受けて、風下方向に拡散し、空

気より重いサリン等の神経剤は下をはうように広がる。また、特有のに

おいがあるもの、無臭のもの等、その性質は化学剤の種類によって異な

る。

・このため、国、地方公共団体等関係機関の連携の下、原因物質の検知及

び汚染地域の特定又は予測を適切にして、住民を安全な風上の高台に誘

導する等、避難措置を適切にするとともに、汚染者については、可能な

、 。限り除染し 原因物質の特性に応じた救急医療を行うことが重要である

また、化学剤は、そのままでは分解・消滅しないため、汚染された地域

を除染して、当該地域から原因物質を取り除くことが重要である。

２ 緊急対処事態

本計画においては、緊急対処事態として、県国民保護計画において想定されている事態を対

象とする。

なお、基本指針においては、以下に掲げる事態例が対象として想定されている。

(1)攻撃対象施設等による分類

① 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃が行われる事態

ア 原子力事業所等の破壊

イ 石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設等の爆破

ウ 危険物積載船への攻撃

エ ダムの破壊

② 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃が行われる事態

ア 大規模集客施設・ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破

(2)攻撃手段による分類

① 多数の人を殺傷する特性を有する物質等による攻撃が行われる事態

ア ダーティボム等の爆発による放射能の拡散

イ 炭疽菌等生物剤の航空機等による大量散布

ウ 市街地等におけるサリン等化学剤の大量散布

エ 水源地に対する毒素等の混入

② 破壊の手段として交通機関を用いた攻撃等が行われる事態

ア 航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ

イ 弾道ミサイル等の飛来


